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環境審査顧問会火力部会 

議事録 

 

１．日 時：平成30年11月１日（木）13:54～16:33 

２．場 所：経済産業省別館３階 310各省庁共用会議室 

３．出席者 

  【顧問】 

   市川部会長、石丸顧問、岩瀬顧問、清野顧問、河野顧問、小島顧問、鈴木伸一顧問、 

   鈴木雅和顧問、鈴木靖顧問、水鳥顧問、村上顧問 

  【経済産業省】 

   高須賀統括環境保全審査官、沼田環境審査担当補佐、松橋環境審査担当補佐、 

   高取環境審査専門職 他 

4．議 題 

（１）環境影響評価準備書の審査について 

   株式会社ＪＥＲＡ （仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画 

・環境影響評価準備書、補足説明資料、住民意見と事業者見解の説明 

５．議事概要 

 （１）開会の辞 

 （２）配付資料の確認 

 （３）環境影響評価準備書の審査について 

（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画について準備書、補足説明資料、

住民意見と事業者見解の説明を行った後、質疑応答を行った。 

 （４）閉会の辞 

 

６．質疑応答 

 （１）株式会社ＪＥＲＡ 「（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画」 

   ＜準備書、補足説明資料、住民意見の概要と事業者見解の説明＞ 
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〇顧問  ありがとうございました。 

  今から準備書についての質疑に入りますけれども、今日ご欠席の先生からあらかじめ

質問、ご意見をいただいていますので、その紹介をお願いいたします。 

〇経済産業省  ご欠席の先生から姉崎準備書に対する質問をいただいてございまして、

まず、準備書の49ページ、千葉特別地域気象観測所の風速計の地上高を示してください。 

  54ページの表、55ページの凡例の黒い四角の説明が「発生源周辺等」となっています

が、適切な名称でしょうか。 

  次に、418ページ、地上風の風配図は49ページの千葉特別地域気象観測所や429ページ

の上層風と比較して、北寄りの風の出現率がかなり小さい印象を受けます。ドップラー

ライダーの低空での測定値や近傍の常時監視局データが比較可能であれば、比較してみ

てください。 

  421ページ、第12.1.1.1-8表の大気安定度出現頻度の表ですが、気象指針は地上の大

気安定度Ａ～Ｇを決める際の参考資料と思います。表の最上段にある「分類」には関係

しないと思います。また、560ページの第12.1.1.1-54表との関係があるのでしょうか。 

  497ページ、浮遊粒子状物質について、平成25年度が高いのは黄砂の飛来が多かった

からでしょうか。 

  568ページ、寄与高濃度日と実測高濃度日でバックグラウンドの設定が若干異なって

いるのはどうしてでしょうか。 

  573ページ以下で、ＮＯＸマニュアルと千葉県ＮＯＸ対策報告書の両方を使用したとあ

りますが、「千葉県ＮＯＸ対策報告書」によったところはどこか明示をお願いします。 

  583ページ、風洞実験が安定度「中立」としてありますが、例えば日本原子力学会の

「風洞実験実施基準」等の乱流強度に関する何らかの指針に従っているという理解でよ

いでしょうか。 

  528ページ等で引用されている「千葉県ＮＯＸ対策報告書」及び「千葉県窒素酸化物

対策専門委員会報告書」、これは見ることは可能でしょうか。 

というご質問をいただいてございます。以上でございます。 

〇顧問  ありがとうございました。 

  それでは、先にご欠席の先生からのご質問にご回答いただけますでしょうか。 

○事業者  口頭で簡単にご説明したいと思います。 
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  まず、１点目の高さですけれども、地上高は47mになっております。千葉の港の近く

にあります海上保安部の上に設置されているような状況でございます。 

  ２点目、表の中の区分の「発生源周辺等」となっているところでございますけれども、

この準備書を作った時点では、「大気汚染防止法の規定に基づく大気の汚染の状況の常

時監視に関する事務の処理基準」に記載のある固定発生源周辺及び沿道の両方に当たる

ということで、造語なのですが「等」と区分をさせていただいておりましたが、その後、

もう一度その表を見直した結果、それぞれ２つとも固定発生源周辺でしたので、評価書

においてそのように修正させていただきます。 

  ３点目、現地での地上気象の値が小さくなったという件なのですが、確かにそのよう

に見えます。ドップラーライダーによる同じ高度約50mのところで比較しますと、千葉

特別地域測候所と同じような結果になっております。その結果については、次回お示し

します。 

  従いまして、日平均値のご意見をいただいておるのですが、年間のデータがございま

すので、そちらの方でお示しさせていただきたいと思います。 

  次の大気安定度の頻度ですけれども、確かに「安定」、「中立」、「不安定」と書い

てございますが、それを別に予測に使っているわけではございません。そもそも何でそ

んな分類をするかというのは、過去からの慣例で書いているのですが、「産業公害総合

事前調査におけるSOx,NOxに係る環境濃度予測手法マニュアル」の原文をそのまま読み

ますと、「中立状態に近い条件Ｃ、Ｃ－Ｄ、Ｄというグループについては」というのが

あるので、そこを境にして安定、不安定というふうに便宜上分類しているということの

みでございまして、それを使って予測しているということではございません。 

  なお、こういった記述については、過去から火力発電所のアセスでは用いております。

予測とはリンクしておりません。 

  続きまして、浮遊粒子状物質についてですが、答えだけ言いますと、このときには黄

砂は観測されておりません。参考として東京都の港区台場で測定された当該日、要はオ

ーバーしている該当日でございますけれども、このときの条件としましては、夏型の気 

圧配置で日射も強く高温となっていたというようなことで、光化学オキシダントの可能

性が推定されるというようなコメントもございます。 

  続きまして、寄与高濃度日と実測高濃度日でバックグラウンドの設定が若干異なって

いる理由ですが、寄与濃度日の予測というのは、各代表測定局において煙源の寄与濃度
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が最大となる日の予測であり、排煙の寄与濃度が環境基準の長期的評価に与える影響を

把握するため、バックグラウンド濃度には各代表局の５年間の年間98％値の平均値を使

用しております。これに対しまして実測高濃度日につきましては、予測期間中に各代表

測定局の濃度が最大となったジャストポイント、その日でございますので、違っている

というようなことでございます。こういった設定の仕方については、過去から同じよう

にやっているということでございます。 

  続きまして、ＮＯＸマニュアルと千葉県のマニュアル両方を使用しているという件で

ございますが、その区分けですけれども、特殊気象条件下の予測におきまして、千葉県

ＮＯＸ対策報告書を使用したのは、地上から上層への大気安定度の置き換えで、煙突ダ

ウンウォッシュ発生時と逆転層形成時、準備書で言うと大体560ページに該当するとこ

ろでございます。 

  あと、有効煙突高さの計算式でございますが、これも逆転層形成時とフュミゲーショ

ン発生時でございます。 

  次に、模型実験に関するところでございますけれども、基準に従っているのかという

ことでございますが、そのとおりでございまして、「発電用原子炉施設の安全解析にお

ける放出源の有効煙突高さを求めるための風洞実験基準」に従って乱流強度を設定して

おります。ちなみに、この基準によりますと10～16％という範囲になっておりますが、

実験では15％程度となってございます。 

  最後になります。「千葉県ＮＯＸ対策報告書」と「千葉県の窒素酸化物対策専門委員

会報告書」につきましては、調べましたけれども、当社というか我々は持っております

が、現在は公開されておりませんので、簡単にアクセスすることはできません。 

  以上でございます。 

〇顧問  ありがとうございました。 

  ご欠席の先生の質問に対する答えで、何か、他の先生、よろしいですか。 

  それでは、準備書本体、補足説明資料、事業者の見解等、特にどことは問いませんの

で、どこからでもご質問、ご意見をお願いいたします。 

  では、先生。 

〇顧問  最初、大気の方で幾つかあります。 

  まず、補足説明資料のライダーの件で幾つかあるのですけれども、ライダーに関して

いろいろ風向・風速の精度とか欠測率とか非常に細かい資料を作っていただき、ありが
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とうございました。ライダーの観測は、常陸那珂、武豊に次いで３件目なので、同様な

資料を作っていただくことが、電中研さんでとりまとめられる資料の一部として有効に

使われることとなると思います。 

  補足説明資料の11ページのところで、風向の一致度に関して表４がありますけど、武

豊と常陸那珂と比べると、今回の地点の風向一致度の数値が若干低いのですね。具体的

に言うと、全季節同一風向68.6％とありますが、武豊は79.4％とか、もうちょっと高か

ったですね。その辺、もし何か考察とか原因とか、考えられることがあったら、それを

ご説明いただけると有り難いと思います。 

  恐らく、例えば海風のときは風向一致度がいいとか、逆の房総半島の東から吹いてく

る陸風で乱れがあるときは一致度が悪いとか、何かそういう特性がもし分かるのであれ

ば、そういうことを調べて作っていただけると有り難いと思いますが、まず、これにつ

いてはいかがでしょうか。 

○事業者  詳細に検討してみないと即答はできないので、調べてお答えしたいと思いま

すけれども、例えば、この150m以外の高いところの欠測率とかそういうところを見ると、

今回、元々ターゲットとしているところが低いところでやっておりますので、我々が用

いている、資料で言いますと７ページのドップラーライダーの仕様が、範囲としては40

～200mというふうに書いてございますが、余り高出力のものを今回持ってきていないの

で、ほかの地点も調べてみますけれども、出力が違うという可能性も否定できないのか、

そういったことも含めて、今後検討したいと思います。 

〇顧問  そこは少し調べて、お願いいたします。 

〇顧問  武豊も常陸那珂も石炭ですよね。煙突が高いので上空だったけれども、今回は

80mという、そこもある。 

○事業者  そうですね。ただ、それと風向との関係というのは確かに１対１ではないの

で、何とも言えないところはございますが、もう少し調べたいと思います。 

〇顧問  ちょっと、それはお願いします。 

○事業者  承知しました。 

〇顧問  あとは欠測率に関してですが、いろいろ詳しく調べた資料が150mの高度につい

て載っているのですけど、200mについてのデータの欠測率を同様に整理することはでき

るのですか。 

○事業者  欠測率が高くなっていますが、ご所望であればやります。 
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〇顧問  是非やっていただきたいのですが、その理由は、今回200mの連続30日間の欠測

率が最大37.1％で、30%の基準を超えています。武豊と常陸那珂は超えていなかったの

ですね。それで、やはり200mのところを今回は同じような整理の仕方で調べていただい

た方がいいのではないかと思ったのですね。 

○事業者  分かりました。これについても、先ほど申しましたように測定範囲が40～

200ｍのものを使っているので、カタログ値の上限ぎりぎりというところも関係はして

いると思いますけれども、データは整理できますので。 

○事業者  データの方は整理させていただきますが、常陸那珂共同火力については、

180mでは連続30日はクリアしていたのですけれども、200mにつきましては欠測率が基準

を超えておりました。確か35％程度だったと思います。その辺も含めて、まとめてお答

えしたいと思います。 

〇顧問  多分200mについて整理されると、武豊が200ｍで整理していた資料があるので、

それと比べて今後の参考資料として大事な資料になると思いますので、よろしくお願い

します。 

  あと、コメントとしては、21ページの雨との関係は、武豊のときもそうだったのです

が、冬場の季節風のときだけが、雨との関係がほかの月と違うという感じになっていて、

それは同じような傾向かなという印象を受けました。 

  それから、ＳＰＭとかＰＭ2.5との関係は、雨が降っていないときの欠測率はＳＰＭ

とかＰＭ2.5の濃度と関係しそうだということがここでも出てきましたので、この辺も

電中研さんがどう整理されるかですけれども、欠測率を事前に把握するための目安にな

るのではないかというような印象を持ちました。これもやはり同じような資料を200mの

高度で作っていただければ武豊と比べられますので、その資料は有効な資料になるので

はないかと思います。 

 ライダーはここで終わりますけど、何かありますか。 

〇顧問  済みません、私ちょっと勘違いしていて、これは150mで比べられているのです

ね。80mを比べられなかったのは、ゾンデのデータがないからということですか。これ

は煙突の高さで比べた方が本当はいいのですよね。 

〇顧問  でも80ｍは、多分ここはベキで下ろして使っていますよね。 

○事業者  データはございますけれども、150mのデータを使って上げ下げしているとい

う意味です。 
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〇顧問  分かりました。さっき、高さが低いから欠測率が１％程度なのかなと思ったの

ですけど、そうではない、150mまでやられているのですね。分かりました。それはいい

です。 

  私もライダーに関して質問したいのですけど、降雨時の欠測率を解析されているのは

いいのですけど、要素が多くて。もっと単純に降雨時の欠測率が何％で、非降雨時の欠

測率が何％という、もうちょっと単純に示していただけるとはっきり分かるのですけど、

それは分かりますか。ここに、注にあるのでしたか。 

○事業者  今の資料にはそこはまとめてございませんので、次回お示しさせていただけ

ればと思います。 

〇顧問  それがまず一番先にあった方が分かりやすいと思うのですけど。 

  それと、先ほどの先生もおっしゃったように、今後このライダーはどうするかという

話で、方法書のときに、特にＪＥＲＡさんに係わる東電さん、中部電力さんが３回目な

ので、電力内で手引に反映するようにということを方法書のときにお願いしていたと思

うのですけど、その進捗状況というか、その辺を教えていただければと思うのですけど。

このままずるずるとこういう形では行きたくないので、どこかできちんと手引に反映し

たいと思っているのですけれども。 

○事業者  先ほどの顧問からご紹介がありましたとおり、現在、電力中央研究所におき

ましてそちらの研究をされているということで、我々事業者としては、方法書のときと

同じような回答になってしまうのですけれども、こういったデータの方を蓄積して貢献

させていただければということで考えてございまして、それ以降のことについては電安

課さんとも相談させていただければと思いますが。 

〇顧問  電中研さんは恐らく技術的なことはきちんとされると思うのですけど、手引へ

の反映となったら、そういう手続的なことは電力さんがやることですよね。事業者さん

がやることだと思うので、特にライダーを使われる立場ですから、その辺は一緒にきち

んとやられた方がいいと思うので、考えていただけますでしょうか。 

○事業者  電力安全課さんと相談をさせていただければと思います。 

〇顧問  はい。 

〇顧問  ライダーの件から離れますが。準備書本体の方の建物影響の風洞実験について

です。実験結果、584ページに平板実験と模型実験の比較というグラフがあって、風下

距離1,500mで1.11倍になっているという図があります。風下距離1,500mとかその辺とい
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うのは、例えば発電所から道路側の方に行くと思いますが、民家に行っているとか行っ

ていないとか、その辺はどこのあたりを指しているのか教えていただければいいのです

が。 

○事業者  風下の距離で言いますと、大体２㎞程度が近隣の民家になっておりまして、

大体1,500mぐらいになると発電所の進入路辺りになると認識しています。 

〇顧問  そうすると、1,500m地点はこれぐらい影響があっても、民家には直接的にはほ

とんど影響がないと理解していいわけですね。 

○事業者  そのとおりでございます。 

〇顧問  分かりました。ありがとうございます。 

〇顧問  では、風洞実験が出たのでちょっと割り込ませていただきますけど、まず、

583ページに実験条件が書かれていて、実験条件として風速６m/s、20m/sと書かれてい

るのですけど、これは風洞実験の条件なのですか、それとも実風速をここに書かれてい

るのですか。 

○事業者  こちらの方は実風速を記載させていただいておりまして、実際の実験風速に

ついてはもっと低い値になっております。 

〇顧問  実験条件で６m/s、20m/sと書かれると、６m/s、20m/sで実験したのかと思って

しまうので、書き方をちょっと訂正していただきたいのですけど。 

  そうすると、これは排煙上昇も考えているということですか。 

○事業者  排煙上昇過程も模型実験で確認しながら実験の方を進めております。 

〇顧問  そのことはここの実験条件には書いていないので。排煙上昇過程を考慮したと

いうことですね。では、排煙上昇は何に合わせたかというのも教えていただけますでし

ょうか。 

○事業者  先ほど冒頭にご欠席の顧問からのご質問の中で、風洞実験はどういう指針に

従っているかということでご質問がありました中で少しご紹介はさせていただきました。

設定条件の一部といたしましては、平均風速の鉛直分布ですとか風速境界層の厚さ、あ

とは主流方向の乱流強度、そういったものを中立の状態として気流条件として合わせて

おりますけれども、鉛直の上昇軌跡の検証につきましては、Briggs式とMontgomeryの式

を使用して確認をしてございます。 

〇顧問  そのBriggsとMontgomery、それを書いていただければいいと思います。 
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  ここの風洞実験の位置付けというか扱いなのですけど、方法書で聞いたかもしれない

けど、なぜ、そもそも風洞実験をされたのかということなのですけど。 

○事業者  そもそもですけれども、今回リプレースをするに当たりまして、既設建屋に

つきましては現状のまま、特段取り壊したりしないということで、新設の煙突が80mに

対し、既設の煙突は200m、あと既設の大きなボイラー、タービン建屋が残るということ

がありましたので、それらを踏まえまして風洞実験を事前に実施することを検討して参

りました。 

〇顧問  計算の方でも、既設の建物は考慮されているわけですよね。そこで建物のダウ

ンウォッシュの条件に合わないということが分かっているのであれば、モデルを信じて

いる限りはそこでよかったのではないかと思うのですけど。結果を見ても、ほとんど建

物影響を受けていないということなので、やられたことについて文句を言うわけではな

いですけど、どうしてやられたのか。 

○事業者  普通はスクラップ・アンド・ビルドがよくあるパターンなのですが、今回は

建物がそのまま残ってしまって、後背地の建物が判定式には確かに適合いたしますけれ

ども、結構大きい建物が割と近くに残ってしまうので、ちょっと特殊なケースだろうと

いうようなことが１つ。あと、地域対応上の質問に答えるためにはいろいろやっておい

た方がよかろうといった判断もございましてやりました。先生のおっしゃるとおりで、

判定式に従えば本来やらなくていいものですけれども、念のために実施したというもの

でございます。 

  従いまして、結果も余り問題がないという、今先生に言っていただいたとおりでござ

いまして、問題はないという説明を住民説明会等々でこの資料を使って説明させていた

だいております。 

〇顧問  風洞実験をやって準備書に入っていることによって、結果の話でどうのではな

くて、準備書の構成というか書き方が何かおかしいなというか、いわゆる整合がとれて

いないなというのがあって、例えば351ページです。地形影響については、判定条件に

外れるのでしないということを書いていますよね。上の建物ダウンウォッシュ発生時は、

計算を行って風洞実験も行ったということで、建物ダウンウォッシュについては予測を

したのですか、していないのですか。したのかしていないのかという、どういう位置付

けになっているのですか。 
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  方法書からの変更点に何も書いていないので、ここだけを見ていると予測をしたとい

う位置付けですよね。 

○事業者  予測をしたか、していないかという回答につきましては、581ページに煙突

周辺の主な建物の状況ということの次に、予測結果ということで記載させていただいて

おりまして、建物ダウンウォッシュの発生条件に該当しないから、予測を行わないとい

うことで明記をさせていただきました。その点では10章の部分と少し書き方に齟齬があ

るのかもしれませんけれども、予測を行ったか行わないかと言われれば、行っておりま

せん。 

〇顧問  計算では予測はしなかったけれども、ここは計算と風洞実験両方検討されてい

るので、風洞実験を含めたら予測を行った。だから、風洞実験の位置付けをどう考えら

れているのですか。 

○事業者  風洞実験は、あくまでも念のためといいますか、参考に確認をしたというも

のでございます。 

〇顧問  今答えてもらわなくてもいいのですが、次回までにうまく整理していただけれ

ばいいと思うのですけど、今言われた581ページに「予測結果」と書かれていますよね。

これは、私も過去の図書を見ると、ダウンウォッシュの判定条件で外れる場合もこうい

う予測結果という書き方をされているのですけど、今まで気が付かなかったのですけど、

今回風洞実験と比べているときに気が付いたのですけど、予測結果として予測は行わな

いというのはおかしいですよね。だから、ここは簡単に直そうと思うと、「予測結果」

は取って「予測」にしておいて、予測は行わない。要するに「結果」を入れると、結局

計算をして評価しないといけないということになるので、ここのタイトルは「結果」を

取らないといけないですね。 

○事業者  承知しました。前回の横須賀で指摘された地形影響のところは、そういった

書き方に訂正しております。なおかつ今回は建物ダウンウォッシュも同じような結果に

なったわけですから、横須賀に倣ってそこも直しておくべきだったのですけれども、間

に合っていなかったので、評価書でその辺のところは反映したいと思います。 

〇顧問  今までのほかの事業者さんも同じように「予測結果」と書かれているので、こ

れからは、こういうときは「予測」か、「予測条件」のところで終わってしまうかにし

ていただいた方がいいと思います。地形影響の方も599ページですね、ここも予測して

いないので、判定条件から外れているので。よろしいですか。 
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○事業者  はい。 

〇顧問  そうすると、ここで書いてある風洞実験の位置付けがどういう位置付けかとい

うのがちょっと。予測は行わないのだけど、次に風洞実験が出てくるわけですね。この

風洞実験をもし予測とは扱っていなくて、単に確認のためにやりましたというのだった

ら、この前の方で、建物影響の検討か何かという、そういう位置付けにしないとちょっ

と流れが悪いのではないか。後の実験結果の方にはちゃんと建物の影響はないようなこ

とを書かれているので、これが最後に出てくると、これが予測結果というふうに思って

しまうので、風洞実験の位置付けをどう考えるかを整理していただきたいと思うのです

けど。 

○事業者  分かりました。項目立ても含めまして、次回、補足説明資料を作成しまして

ご説明したいと思います。 

〇顧問  では、ほかの先生方いかがでしょうか。では、次の先生。 

〇顧問  水環境のところで質問したいと思いますが、その前に２点、よかった点につい

てコメントします。まず、補足説明資料の顧問限りの資料で温排水の予測等について詳

しい資料を出していただきました。ありがとうございました。これがないと実際どうい

うふうに予測されたのか十分よく理解できなかったと思いますので、早々に出していた

だいたのは大変よかったと思います。 

  2点目は、環境監視のところで水温分布等をモニタリングされる計画になっている点

です。近くには盤洲干潟などありますので、こうした計画を入れていただいたのは大変

結構だと思います。水温モニタリングについては、実施する地点、しないと地点、いろ

いろあります。本当はどの地点もやられた方が良いとは思いますが、特にここはやられ

た方が良い地点と思っています。 

  それでは３点ほど質問させていただきます。 

  まず、先ほどの顧問限りの補足説明資料24ページで袖ケ浦の放水諸元について説明い

ただいています。実際の発電所の運転状況を踏まえて影響が最大になる時期を対象にし

たと理解しましたが、本資料で説明されてはじめて気が付きました。準備書だけを見て

も、そのような条件でやられたということは分からないのではないかと思います。準備

書786ページの予測条件の表で一番上の放水諸元の備考欄に「袖ケ浦火力発電所の温排

水を考慮」と書いてありますが、「袖ケ浦発電所はフル出力で予測したわけではなく、

実際の運用を踏まえて影響最大の時期を設定した」ということをもう少し補足していた
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だきたいと思います。通常はフル出力で予測しますので、その点は追加説明しておいた

方が良いというのが私の意見です。 

  ２つ目ですが、恒流の設定についてです。顧問限りの補足説明資料５ページに「潮流

調和解析による平均流ベクトル」があります。確かにこの海域は、こういった西南西に

向かう恒流があるように見受けられます。この恒流の成因としては、湾内の場合、潮汐

残差流や吹送流などいろいろあると思います。その点については何か検討されているか

教えていただけますか。 

○事業者  １点目の条件表についてですが、おっしゃっていただいたとおり説明が短絡

でございますので、直接的な数字はともかくとして、袖ケ浦火力発電所の運用上で環境

影響が最大となることを考慮していますといった表現で、もう少し補足したいと思いま

す。 

  ２点目ですけれども、恒流なのですが、いろいろ文献等々は調べました。専門家の先

生であればよくご存じのとおり、湾口に近いところは潮汐残差流の地形影響も大きいと

ころでもございますし、吹送流もより強く受けるというところで、全体的に四季を見て

も、基本的には湾口外に出ていく流れが出ているというところで、潮汐残差流プラス吹

送流の影響が大きいかなというふうに考えてございます。特にその辺のところは、富津

と反対側の観音崎の方でそういった状況は観測データ等からも見て取れますし、富津に

引っ張られて、実は富津で過去にやった東京電力のアセスでも同じような恒流成分を考

慮しているような事実もございまして、富津よりは若干流速は小さいのですけれども、

その影響がこの辺りまで出ているのかというふうに考えてございます。 

〇顧問  なぜ成因について聞いたかと言いますと、この後の補足説明資料15ページに恒

流の計算結果と平均ベクトル図の比較図がありますが、要はこの恒流を再現した計算結

果が妥当かどうかを判断する上で影響してくるという気がしています。調べたところ、

この海域では、冬などは北西の風による時計回りの循環流ができるという知見があり、

また、そういう見解が多いようです。こうした見解からすると、ここの辺りは西南西の

向きの流れができているというのは妥当だとは思います。ただ、15ページに出ているよ

うな東京湾奥からの一様の流れではなく、もっと循環するような流れで、南側の袖ケ浦

辺りの方は流速が速くて、姉崎辺りになるとちょっと流速が小さく、流向も時計回りに

回るような流れの分布になるように思います。また、少し細かく見ると、姉崎の前の流

速がちょっと大き目に評価されているのではないかという気もします。 
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この点について、正しいとか正しくないとか言うつもりはないのですが、例えば22ペ

ージにモニタリング結果と予測結果の比較があります。これをよく見ると、袖ケ浦の温

排水は湾口の方に延びていますが、姉崎の温排水は丸っぽく広がっています。これは先

ほど申し上げた袖ケ浦と姉崎の前面海域での流速の違いが影響しているのではないかと

思いました。これはコメントで質問ではありませんが、ちょっと頭に置いておいていた

だければと思います。 

  最後、もう一つ準備書に記載された取水流についての質問です。例えば794ページの

評価結果の上から３つ目の・のところで、「取水方式は、深層取水方式を採用し、平均

約0.2m/sの低流速で取水することにより、温排水の再循環の抑制を図る」と書いてあり

ます。一方、35ページ、取放水設備の配置図を見ると、新設の新１、２、３号の青い取

水路の入口（取水口）の幅が既設の幅に比較して大変狭いですね。おそらくカーテンウ

ォールのところで平均0.2m/sというのは、ボリュームで計算されてそうなっているのだ

と思いますが、新設１、２、３号の取水が左側のこれだけ非常に細い幅で吸われている

ので、実際はかなり取水流が偏流して取水流速が速くなる部分が出るのではないかとい

う気がします。その点について検討されているかどうかをお聞きしたい。 

○事業者  先生におっしゃっていただいたように、あくまでもカーテンウォールの幅で

割った平均でしか評価しておりません。確かに青いところ（新設）については大分間口

が狭うございますので、そこだけ偏流して速くなるということは、可能性としては十分

想定されます。一方で、既設も５、６号機が稼働していますので、それらを正確にもし

実際の流速がどうなるかという分布を示すのだとすると、模型実験等々やらないとなか

なか分からないということになってきます。従いまして、言い訳でございますけれども、

これから詳細検討するというのが実態でございます。 

〇顧問  温排水予測範囲を見ると、取水口のところまで実線（１℃拡散範囲）が来てい

ないので、それほど再循環について心配しなくても良いとは思いますが、簡単な実験で

はないのかもしれませんが、極端な偏流が起こらないかどうかは確認された方が良いと

思います。 

○事業者  即答できないので、ちょっと考えさせてください。 

〇顧問  検討ください。 

〇顧問  水環境の方から。顧問限りの補足説明資料の３ページ目に、競争上の観点から

当社が不利益になるので示しませんとあるのですけど、これ、そんなデータが含まれて
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いるのかなというのがまず私の印象です。でも、しようがない、不利益なら出さないの

もしようがないかと思っていますけれども。 

〇顧問  そこ、先に答えていただきます。具体的にどの箇所が競争的観点からだと。 

○事業者  一番分かりやすい例で言いますと、拡散係数の散布図があると思うのですが、

14ページになります。今回、拡散係数をこの散布図から低めのところの値の北方成分と

して１×10４を採用していますと。１×10４というのは準備書にも出ており、その数値

はいいのですが、この散布図を載せてしまうと、例えば同じような海域で次にやられる

競合他社さんが、自前の調査をやらずに１×10４ですと言ったときに、１×10４は評価

書で示しているからそれはそのまま使えるのですが、普通は今、火力部会でご指摘があ

るように、実際どうなのと。裏付けのデータあるよねと言われたときに、このデータが

ないと示せない。 

  従って、自前の調査がないと１×10４という数字だけでひとり歩きをするということ

になって、つまり、このデータを当社が載せてしまうと、次に同じところでやる人がそ

のまま使えてしまうということです。図表というのは、もしオープンにすれば秘密情報

になりませんし、著作権法上で守られるかというと、一切守られません。 

〇顧問  分からないでもないのですけれども、他方、これを見て、この結果をどう信用

するかといったときに、10４を本当かなと思ったときには、これからでは分からないと

いうことがありますよと言っているだけで。 

○事業者  おっしゃるとおりでございます。 

〇顧問  見解の相違かもしれない。 

  それで、質問なのですけれども、３ページで、平成４年か、文献を使っていますよね。

この文献は公開資料ですか。 

○事業者  違います。 

〇顧問  公開ではない？ 

○事業者  東京電力の手持ちの資料になります。 

〇顧問  分かりました。 

  786ページの質問に行くのですけれども、さっき他の先生からもちょっと質問があり

ましたけれども、この表を見て同じことをやろうとしてもできないのですよね。例えば

流況、「Ｍ２分潮流」と書いてあるだけですよね。数字が書いてない。Ｍ２分潮流の調

和分解の結果も書いてない。だから、このアセス書だけでは何も評価できないのですよ。
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全部秘密ではないと思うのですよね。載っけられるものは載っけて、この条件が分かる

ようにしてほしいというのがお願いです。 

  それから、恒流も10㎝/s、20㎝/s、値は書いてありますけれども、方向が書いてない

ですね。どっかの結果を見ろと言えば、751ページぐらいの表を見れば分かるのですけ

れども、計算条件なら、10㎝/s、20㎝/sでどちらの方向に恒流を動かしたぐらいは書い

ていただきたい。それがこの予測結果を評価するときの条件として必要だなと思ったの

で、お願いしているところです。いいですか。 

〇顧問  どうぞ。 

○事業者  ありがとうございます。一番最後におっしゃっていただきました恒流の向き

が分からないということに関しましては、こちらの表の方に追記できますので、例えば

南西流ですとか、そういったことで書かせていただきたいと思います。一方で調和解析

であったりとか、そういったことについては先ほどの拡散の分布図と同じような扱いに

なりますので、こういったことでやっているという条件だけは記載できますけれども。

逆に言うと、全部書いてしまったら、何も調査をやらずに計算だけで予測ができてしま

うということになり、先ほどと全く同じことになるので、なるべくそういうデータにつ

いては、大変申し訳ないのですが、我々としては載せられないということでございまし

て、結果ではございますけれども、こういうことでやっているというのはきちんとお示

しするということです。 

〇顧問  前々から、ＪＥＲＡさんというか東京電力さんの方たちは、ここの競争上の観

点から当社が不利益となるということで、いろいろデータ、資料を出さない場合が非常

に多かったのです。前回も他の先生がご指摘されたのですけど、アセスとか環境でやっ

ている中で、普通は動物、植物の貴少種とか、騒音関係では民家が特定されるとか、あ

とは他事業者さんからデータを紳士協定でもらっているとか、そういう場合だったら理

由は立つのですけど、そういう競争上の観点から不利益だからといってデータを示さな

いというのは、なかなか通用しないというか、通用しないだけではなくて、言われる方

としては受け入れがたい理由です。それは言っておきます。 

  それで、先ほどの先生も言われたように、拡散係数の図、ほかの地点はみんな出され

ているのですよね、先生。拡散係数の図というのは全部載っていますよね、ほかの地点

なら。 

〇顧問  載っていますね。 
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〇顧問  ほかの地点の方は、そんなこと何も言っていないですよね、競争上の不利益と

かというのは。最大譲って、あの図がどうしても出したくないというのであれば、今、

先ほどの先生が言われたみたいに、ほかの計算結果とか、そういうのは出しても構わな

いわけですか。だから、出せる範囲で出されるということで、全部を非公開にしなくて

出せる範囲で出すということはできないのでしょうか。 

○事業者  内部で検討しまして、出せる限りで出したのが今回のこの準備書になってお

りまして、それ以外に出せないものについては別資料で出させていただいているという

位置付けになってございます。横須賀のときですとか五井のとき、いろいろご指摘いた

だいて、余りにも秘匿情報が多いのではないかということを反省しまして、可能な限り

もう一度精査して限定したということで、今残っているのはこれだけでございますとい

うことで、済みません、大変申し訳ないのですがご理解をいただければと思いますけれ

ども。 

〇顧問  拡散係数については10４という数値が入っていますので、それはいいとしまし

て、「Ｍ２分潮流」と書いてあるだけだから、流速は書いてないのですよね。どんな流

れを起こして計算しているのかということが書いてないのですよ、ここには。やはりこ

れを見た人が、ある程度理解できる内容でないといかんと思うのですよね、このアセス

書は。全部理解できるというわけではないと思うのですけれども、何でこのＭ２分潮の

流速をここに書けないのかが分からないですね。そんなに秘密ですか。この補足説明資

料全部出せと言っているわけでは全然ないと思うのですけれども。計算条件はこういう

ふうにやりました、この調査結果の要するに結果ですよね、それが全然出せないのでは、

この予測結果を私は評価できないです。いいか悪いかが。 

○事業者  分かりました。潮流については、我々だけではなくて他地点の方々もこうい

った書き方で今とどまっていると思うのですが、そういった今ご指摘のとおりであれば、

流速ではなくてご存じのようにサインカーブで、水位で与えていますので、その辺のデ

ータは書けますから、そういった意味でよければ。 

〇顧問  だから、流速の振幅があるわけでしょう。 

○事業者  そうですね、だから上げ下げした結果として流速が出てくる。その流速はど

この地点で何㎝とか。 
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〇顧問  違う。要するに計算結果は、こういう条件でやったというわけだから、例えば

流速最大５㎝/sで、サインで与えているなら、それで別にいいですよ。そういう条件を

与えたということで。 

○事業者  具体的に言うと、保田と間口のところが外海との境界になっておりまして、

そちらでサインカーブで振っているだけで、流速については結果系で出てくるものでご

ざいますから、ここに流速を書くのではなくて、もう少し明確にするということであれ

ば、要は何㎝でどういう時間で振っているというようなことのサインの式を書くという

ことはお示しできますけれども、それらを含めてもう少し分かりやすい表現ができれば、

そこは検討して次回お示しできればと思います。 

〇顧問  1,068ページの環境監視計画のところで、「流況の測定は運転開始後１年間と

する。」と書いてあるけど、年４回ですか。 

○事業者  そのとおりでございます。 

〇顧問  測点は？ 

○事業者  測点は、まだこれからの検討ですけれども、現況調査で２点ですから、今ま

での慣例でいくと、それよりも減らして、代表する１点なのかなというふうに今のとこ

ろ考えてございます。 

〇顧問  分かりました。 

〇顧問  ほかの先生、いかがでしょうか。 

〇顧問  騒音・振動関係なのですけれども、結論から言うと、この事業は騒音や振動の

影響がないというふうに私も思います。ただ、これまで準備書等を見て見逃していたと

いうか、最近気づいたことがあって、ほかの事業者さんにも言って少し訂正をしていた

だいたりされているものですから、この場で言わないとまずいかなと思いまして幾つか

お話をしたいと思います。 

  最初に、稼働時の騒音と振動は評価項目としては選定しないということが書かれてお

ります。そこのところに２号という、その文章の中には１㎞というのがあって、私もそ

うだろうなと思うのですけれども、この１㎞というのを引用するのであれば、これは例

えばガイドラインであるとか目安だとか、そういったもので１㎞だったら選定しなくて

いいよという判断を何か示してほしいというふうに思います。ご検討いただければと思

います。数百メートルだと懸念される例もありますけど、このレイアウトですと特に問

題はないということですので、まずそれが１点。 
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○事業者  １㎞の記載につきましては、アセス手引の方に記載がされていたかと思いま

すので、その辺を次回、回答させていただければと思います。 

〇顧問  アセス手引というところを括弧でも書いていただければ、極めて説得力がある

ものになるかと思います。 

○事業者  承知しました。 

〇顧問  あと、道路交通振動等の予測を旧土木研究所の式を使うということですけれど

も、最初の方に３カ所ほど伝搬理論に基づく式というふうにあるのですけど、あれは

我々が言えば、観測データに基づく回帰式であるとかそういったものであって、決して

伝搬理論から積み重ねてＬ10を予測する式にはなっていない。まずＬ10を予測すること

自体がとても大変なものであって、大体は旧土木研究所の方々がやられたような形で、

このくらいの道路構造で交通量がこうであればこのくらいの振動、Ｌ10が予測されると

いうふうにまとめた式でありまして、できれば「伝搬理論による」というのは違う形に

された方がよろしいかと思います。ご検討ください。 

○事業者  検討させていただきます。ありがとうございます。 

〇顧問  それから、1,099ページに予測値を10dBにしたというような文言があったりす

るのですけれども、10dBという根拠は全く私には分からない。予測結果として、仮に－

10 dBが出てこようが０dBが出てこようが、その値を使われた方がよろしいのではない

かというふうに思います。10dBをもって取り上げて、こうですというもし根拠があるの

であれば、そういうことを書かれた方がよろしいかというふうに思います。 

○事業者  即答できませんので、確認してお答えしたいと思います。 

〇顧問  あと一点ですけれども、「合理化ＧＬ」という言葉があって、それが車の走行

の予測あるいは振動に加味されているらしいと、網掛けがかかっていて。例えば361ペ

ージであるとか365ページ、この辺に出てきているのですけれども、私、その辺の合理

化ＧＬという内容を存じ上げないので、どういうふうに反映されているかというのがよ

く分からないので、もし理解できるようなものであれば教えていただければというふう

に思います。今、即答していただかなくても結構でございます。 

  小型車両数に大型車を換算して、それがどう変化したということが反映されているの

かというふうに推測したのですけれども、別に合理化ＧＬを適用しなくても、ごく普通

に予測式というものに反映されるものであろうというふうに知見のないまま推測したの

ですけれども、それはそれで結構だと思いますが、まず合理化ＧＬというのが非常に一
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般的なものなのかどうかがよく分からなかったもので、ちょっとコメントをいたしまし

た。以上です。 

○事業者  合理化ガイドラインにつきましては、一部もうご存じのところかとは思いま

すけれども、温室効果ガスですとか大気汚染物質排出量ですとか水質汚濁物質の排出量、

こういったものがリプレースすることによって現状よりも改善されるということが分か

っているものについては、改善リプレースということで、一部調査につきましては文献

でいいですとか、予測の手法についても簡易なものを使っても構いませんという条件が

ございます。今回の姉崎につきましては、大気につきましてもＣＯ２につきましても水

質につきましても、全て現状の状態よりはリプレース後によくなるというものでござい

ますので、予測の手法ですとか調査の方法で、省略といいますか簡易にできるものにつ

いては、一部そのような手法をとらせていただいた。そのうちの一部がこちらの、先ほ

どご紹介のありました資材等の搬出入で、関係車両の台数を比較すればいいですよとい

う予測手法になってございましたので、そのところを採用させていただいたというもの

でございます。 

〇顧問  理解できました。それから、忘れていました。655ページに先ほどの旧土木研

究所の予測式というのが確かあったと思うのですけれども、式の説明の下にａ、ｂ、ｃ、

ｄが「定数」と書いてありまして、特にｄというのが全く分からないのですよね。ほかの

事業者さんですと、これは道路構造等に合わせた表等をリストとして出されているところ

もあるのですけれども、ほかのａ、ｂ、ｃというのは、こういうある程度の係数だなとい

うのは想像つくのですけど、このｄは全く何を示すのか分からないで、恣意的に幾らでも

選べるのかなということさえ思ってしまうのですけれども、これが影響あるかどうかとい

うのは別として、この式の説明としては不十分かなと思いました。 

○事業者  定数につきましては、数字を書けるもの等々確認をいたしまして、評価書で

修正させていただければと思います。 

〇顧問  特にｄがどういうものに依存するかということさえも説明がないものですから、

ちょっと気になりました。 

○事業者  分かりました。 

〇顧問  では、ほかの先生はいかがでしょうか。 

〇顧問  ちょっと教えていただきたいのですが、1,031ページから廃棄物等というのが

あります。1,032ページに第12.1.7-1表というのがあって、そこの発生量のところで汚
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泥が６万4,000ｔ弱ありますよね。これがどこから出てくるのかがちょっとよく分から

ない。 

  次に、ページ飛んで1036ページに残土というのが出てきます。残土は35万㎥あるので

すよね。要するにこの工事の実施に伴う汚泥というのは、イメージ的には分かるのだけ

ど、具体的な中身がよく分からない。６万3,000ｔ出てきて、それを一部埋め戻し材料

として有効利用する云々というふうに書いてあるわけなのですが、一体これはどこから

出てくるのだろうかと。ほかのものは、工事に伴って例えばウエスだとか廃材が出てき

たりとかという、そういうイメージは分かるのですけど、多分掘削をしたところで汚泥

が出てくる可能性があるのかと。 

  それと、残土というのはどういうふうに仕分けているのか、ちょっと分かりにくいの

ですけど。もし汚泥の部分を埋め立て等に有効利用するということになったりすると、

産廃場に行くのであれば特に問題ないのですが、その性状とか重金属、汚染されている

のかされていないのか、そういったことは見なくていいのかなとか、そういういろいろ

波及するところがあるので、この汚泥の発生、どこから主に出てくるものなのだという

話と、別枠で残土として35万㎥出てくるものとの仕分けはどうなっているのかというの

が、ちょっとよく分からない。 

○事業者  まず、1,032ページに記載がございますのは、汚泥の発生の一部ではあるの

ですけれども、例えば取放水工事も今回行いますので、そういったものの工事から出て

くる汚泥、こういったものは現状では性状が分かっていないものもございますので、右

側の備考欄に記載のありますとおり、産廃としてきちんと確認をした上で処理をすると

いうようなものもございます。あとは、今回建物・設備等は杭を打ちますので、杭を打

った際に出てくる汚泥、こういったものがこちらの中の工事の実施に伴う汚泥というふ

うに記載してございます。 

  一方、全てではないのですが、残土につきましては、今回かなり大きいタービン建屋

ですとかボイラーを建てますので、そこに深さ５m、10mと、かなり深いところまで掘削

して参りますので、そういったときに出る残土がこちらの35万㎥の残土で、一部それは

建てた後にその周辺を再度埋め戻しますということで、35万㎥のうち10万㎥は埋め戻す

というような記載をさせていただいたものでございます。 
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○事業者  もっと単純に言いますと、1,036ページに書いてございます土量バランスと

いうのは、単純に物理的に切り盛りというか、切ったところと盛ったところのバランス

の単純なマスバランスという意味で書いてございます。 

  一方で、1,032ページの方の産業廃棄物については、先ほど言いましたように杭を打

つのに、土木用語になってしまうのですが、中堀り等する場合には水を使ってやります

ので、そういう意味で先ほど先生が言われたような重金属を含むような汚いものではご

ざいませんで、ただ水を含んでシャバシャバというか、すぐには使えないようなものと

いう意味でございます。 

  ちなみに、重金属等については地歴調査及びその後の調査をやって、この地において

は重金属等の汚染がないことは確認しております。以上でございます。 

〇顧問  分かりました。とりあえず中身は分かりましたけど、これ、パッと見ただけで

はちょっと分かりにくいので、工夫をしていただければと思います。今説明されたよう

な、杭打ちで出てきた汚泥とかというふうに、もうちょっと具体的に書いていただいた

方が、いわゆる工事の残土とそういった汚泥の部分という具体的な違いというか、その

辺をもし可能であれば検討していただければと思います。 

○事業者  分かりました。今、「建設汚泥等」と書いてあるところが、もう少し今言わ

れたように分かりやすい言葉等を検討してお示ししたいと思います。 

〇顧問  では、次の先生。 

〇顧問  1,069ページですが、先ほどの先生からもご質問あったところ、環境監視計画

のところですが、水環境の環境監視計画、動植物を含めて明記されていて、大変適切な

内容になっているかと思います。 

  関連して１点、質問と要望なのですが、1,069ページのところの「２．調査地点」が

「温排水が拡散すると想定される範囲を包含する海域」、これはどんなふうな概念なの

か。拡散内外という、そういうふうなことを考えているのですかね、その辺はいかがで

すか。 

○事業者  基本的にそのように考えてございます。要は影響を受けていると想定される

ところと、そうでない、いわばバックデータになるところというようなイメージも含め

て書いてございます。 
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〇顧問  となると、潮間帯と底生生物は複数地点なのですが、干潟が１側線なので、内

外ということをもし考えられるのだと、ここも複数側線とするといいのではないかなと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○事業者  干潟については、１側線の中でも温排水をかぶるところとかぶらないところ

が出てございますので、それである程度把握できるのかなというふうに考えてございま

す。 

〇顧問  水深方向のバイアスもかかると思うので、どっちかといえば沖合の方に温排水

がかかるのだと思うのですが、そこと岸辺は、もともと全く生物は違う可能性もあるの

で、地元とのいろいろな対応もあると思いますが、もし複数側線を引けるのであれば、

是非検討していただきたいと思います。これはお願いですけれども、いかがですか。 

〇顧問  今答えなくても、次回ご回答いただければいいと思います。 

○事業者  分かりました。次回ご回答させていただきます。 

〇顧問  ほか、いかがですか。 

  ちょっと私から。大気のフュミゲーションの595ページなのですけど、今までも他の

先生が、係数が分からないとあったのですけど、ここの内部境界層の厚さを決める係数

のａ、これはどこにも書いてないので、このａを教えていただけますでしょうか。今で

なくて結構です。次回で結構ですので。 

○事業者  内部境界層のａにつきましては、定常運転時が12、冷機起動時が8.6となり

ます。 

〇顧問  それは評価書で明記していただけますか。 

○事業者  検討させていただきます。 

〇顧問  そんな検討するような話ではないと思う。 

○事業者  分かりました。 

〇顧問  これこそ隠す話ではないので。 

  それともう一つ、温室効果ガスのところの1,042ページの上の図がありますよね。こ

れ、エネルギー基本計画からそのままとってきた図ではないのですよね。別に大したこ

と言ってないのですけど。1,042ページのこの図は、ＪＥＲＡさんが作られた図ですよ

ね。この上の「燃料種毎の目標値」って、ここに「熱効率」って書かないと、電源比率

とかいろいろパーセントが出てくるので、「熱効率」と一言入れていただかないと分か

らないと思うのですけど。 
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○事業者  1,042ページの図の右上の「燃料種毎の目標値」のところのですね。分かり

ました。 

〇顧問  ほかの先生方、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  では、ご意見ないようですので、これで終わります。 

〇経済産業省  どうもありがとうございました。 

  １点ですが、先ほど大気の関係でドップラーライダーの話があったと思うのですが、

そのときに言えばよかったのですが、昨年の11月に電事連の方にも話を聞いておりまし

て、2019年度中にドップラーライダーを手引に掲載できるような方向で電中研の方でデ

ータ取得などの調査を行っていますということですので、その進捗を見ながら、情報を

いただいて事務局の方でも検討したいと思っております。 

  それでは、ご審議いただきましてどうもありがとうございました。 

  事業者様におかれましては、今、先生方からいろいろと質問、コメント等いただいた

ものにつきまして、次回までに補足説明資料等におまとめいただきまして、事前に先生

方に確認等いただければと思っております。 

  それでは、これをもちまして、環境影響評価準備書の審査ということで株式会社ＪＥ

ＲＡ様の（仮称）姉崎火力発電所新１～３号機建設計画の準備書１回目の審査を終わり

ます。本日はどうもありがとうございました。 

                                 ――了―― 
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